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秋
田
県

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
十
七
号

秋
田
県

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

秋
田
県

条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

略

第
一
章
～
第
三
章

略

第
四
章

雑
則
（
第
四
十
四
条
）

附
則

附
則

（
従
業
者
）

（
従
業
者
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
以
下

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き

単
に

「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
置
く
べ
き

従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

従
業
者
の
員
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
従
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士

一
人
以
上

四

栄
養
士

一
人
以
上

五
・
六

略

五
・
六

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉

４

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
従
業
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉

施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
介
護

老
人
福
祉
施
設
に
条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介

護
老
人
福
祉
施
設
（
以
下
単
に
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」

と
い
う
。
）
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
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型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（
第
四
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
る
看
護
職
員
に
限
る
。
）
又
は
指
定
介
護

老
人
福
祉
施
設
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
指

定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
入
所
者
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
部
に
お
い
て
条
例
第
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
（
以
下
単
に
「
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
ご
と
に

入
居
者
の
日
常
生
活
が
営
ま
れ
、
当
該
入
居
者
に
対
す
る
支
援
が
行
わ
れ
る

も
の
を
い
う
。
）
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
ユ
ニ

ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員

（
法
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
ユ
ニ
ッ

ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
所
在
す
る
市
町
村
が
定
め
る

条
例
に
定
め
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
従
業

、

者
の
配
置
の
基
準
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
る
看
護
職
員
に
限
る
。
）
を
除
き
、

入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
～

略

５
～

略

10

10

（
設
備
）

（
設
備
）

第
三
条

略

第
三
条

略

２

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の
設
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

２

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の
設
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

居
室

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

一

居
室

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
所
者
へ
の

一
の
居
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
所
者
へ
の

㈠

㈠

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
法

二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

規
定
す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

提
供
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
四
人
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き

提
供
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
四
人
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。

る
。

・

略

・

略

㈡

㈢

㈡

㈢

二
～
七

略

二
～
七

略

３

略

３

略

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
四
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の

第
四
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の

申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交

申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交

付
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は

付
に
代
え
て
、
第
四
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は

そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
（
以
下
こ
の

そ
の
家
族
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要
事
項
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に

用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に

掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ

掲
げ
る
も
の
（
以
下

「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
老
人

り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

福
祉
施
設
は
、
当
該
文
書
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一
・
二

略

一
・
二

略

２
～
５

略

２
～
５

略

（
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
方
針
）

（
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
方
針
）

第
十
二
条

略

第
十
二
条

略

２

略

２

略

３

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報

通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

（
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

第
十
三
条

略

第
十
三
条

略

２
～
６

略

２
～
６

略

７

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
が
参
加
す
る
場
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合
に
あ
っ
て
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
の
活
用
に
つ
い
て
当
該
入
所
者
又
は

そ
の
家
族
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
～

略

７
～
９

略

10第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
変

第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
変

11

10

更
に
つ
い
て
準
用
す
る

更
に
つ
い
て
準
用
す
る

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
第
十
項
に
規
定
す
る
実
施
状
況
の
把
握

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
第
九
項
に
規
定
す
る
実
施
状
況
の
把
握

12

11

（
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者
及
び
そ

（
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
」
と
い
う
。
）
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者
及
び
そ

の
家
族
並
び
に
担
当
者
と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
と
し
、
特
段
の
事

の
家
族
並
び
に
担
当
者
と
の
連
絡
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
と
し
、
特
段
の
事

情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

略

略

13

12

（
計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
の
責
務
）

（
計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
の
責
務
）

第
二
十
四
条

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
業
務

第
二
十
四
条

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
業
務

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
六

略

一
～
六

略

七

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
当
該
事
故
に
際

七

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
当
該
事
故
に
際

し
て
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
の
記
録
を
行
う
こ
と
。

し
て
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
の
記
録
を
行
う
こ
と
。

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
五
条

略

第
二
十
五
条

略

２

略

２

略

３

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の

３

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の

研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
全
て
の
従
業
者
（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介

護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第

四
百
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な

研
修
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
適
切
な
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
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提
供
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は

優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範

囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
従
業
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
六
条

略

第
二
十
六
条

略

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て

感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ

感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、
次
に
掲
げ

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業

三

当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業

者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の

者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の

研
修
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期

研
修

を
定
期

的
に
実
施
す
る
こ
と
。

的
に
実
施
す
る
こ
と
。

四

略

四

略

３

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
二
十
八
条

略

第
二
十
八
条

略

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

を
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も

関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
事
故
発
生
時
の
対
応
）

（
事
故
発
生
の
防
止
及
び
事
故
発
生
時
の
対
応
）

第
三
十
三
条

第
三
十
三
条

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ

る
措
置
と
す
る
。
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一

事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
、
次
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
方
法
等

が
記
載
さ
れ
た
事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

二

事
故
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
れ
に
至
る
危
険
性
が
あ
る
事
態
が
生
じ

た
場
合
に
、
当
該
事
実
が
報
告
さ
れ
、
そ
の
分
析
を
通
し
た
改
善
策
を
従

業
者
に
周
知
徹
底
す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。

四

従
業
者
に
対
し
、
事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
条
例
第
十
七
条
第
三
項
の
事
故
の
状
況
及

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
事
故
の
状
況
及

び
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

び
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

２

略

３

略

（
記
録
の
整
備
）

（
記
録
の
整
備
）

第
三
十
五
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
に
対
す
る
指
定
介
護
福

第
三
十
五
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入
所
者
に
対
す
る
指
定
介
護
福

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
当
該
入

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
当
該
入

所
者
の
退
所
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
者
の
退
所
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

略

一
～
五

略

六

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
当
該
事
故
に
際

六

第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
当
該
事
故
に
際

し
て
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
の
記
録

し
て
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
の
記
録

（
設
備
）

（
設
備
）

第
三
十
六
条

条
例
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
設
備
は
、
条

第
三
十
六
条

条
例
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
設
備
は
、
ユ

例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

（
以
下
単
に
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
の
運

の
運

営
上
必
要
な
設
備
と
す
る
。

営
上
必
要
な
設
備
と
す
る
。

２

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の
設
置
は
、
次
の
各
号
に
掲

２

条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
備
の
設
置
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
（
以
下
単
に
「
ユ
ニ
ッ

一

ユ
ニ
ッ
ト
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ト
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

次
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

㈠

居
室

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

居
室

次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

㈠

⑴

略

略

⑴

⑵

い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
の

い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
の

⑵

条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
室
（
以
下
単
に
「
共

条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
室
（
以
下
単
に
「
共

同
生
活
室
」
と
い
う
。
）
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
こ

同
生
活
室
」
と
い
う
。
）
に
近
接
し
て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
定
員
は
、
原
則
と
し
て
お
お

の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
以

む
ね
十
人
以
下
と
し
、
十
五
人
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

下
と
す
る
こ
と

。

・
⑷

略

・
⑷

略

⑶

⑶

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
を
改
修
し
ユ
ニ
ッ
ト
と
す
る
場
合
の

⑸
居
室
を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
は
、
入
居
者
同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確

保
を
前
提
に
し
た
上
で
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ
て
も

差
し
支
え
な
い
こ
と
。

～

略

～

略

㈡

㈣

㈡

㈣

二
・
三

略

二
・
三

略

３

略

３

略

（
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
方
針
）

（
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
方
針
）

第
三
十
八
条

略

第
三
十
八
条

略

２

略

２

略

３

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
委
員
会
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
四
十
二
条

略

第
四
十
二
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従
業
者
の
資
質
の
向
上
の
た

め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
、
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
全
て
の
従
業
者
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（
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、
介
護
保
険
法

施
行
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
等
の
資
格
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
認
知
症
介
護
に
係
る
基
礎
的
な
研
修
を

受
講
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
適
切
な
指
定
介
護
福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的

な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か

つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
従
業
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ

と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
四
十
三
条

第
二
条
、
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
、
第
十
三

第
四
十
三
条

第
二
条
、
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
、
第
十
三

条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
か
ら

条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
か
ら

第
三
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ

第
三
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
及

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
並

び
第
三
十
三
条
第
一
項

中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第

び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第

二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
」
と
、
第
二
十
三
条
中
「
第
五
条
か
ら

二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
」
と
、
第
二
十
三
条
中
「
第
五
条
か
ら

第
十
条
ま
で
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
第
四
条
か

第
十
条
ま
で
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
第
四
条
か

ら
第
二
十
一
条
ま
で
及
び
次
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第

ら
第
二
十
一
条
ま
で
及
び
次
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

二
十
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

条
例
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定

条
例
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定

並
び
に
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
並
び
に
第
四
十
三
条
に
お
い
て

並
び
に
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
並
び
に
第
四
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六

準
用
す
る
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六

条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
次
条
及
び
第
二
十
六
条
か
ら
第
三

条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
次
条
及
び
第
二
十
六
条
か
ら
第
三

十
五
条
ま
で
」
と
、
第
二
十
四
条
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十

十
五
条
ま
で
」
と
、
第
二
十
四
条
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
」
と
、
同
条
第
五
号
及
び
第
三
十
五
条

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
」
と
、
同
条
第
五
号
及
び
第
三
十
五
条

第
二
号
中
「
条
例
第
九
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
二
十
二
条
第
六

第
二
号
中
「
条
例
第
九
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
二
十
二
条
第
六

項
」
と
、
第
二
十
四
条
第
六
号
及
び
第
三
十
五
条
第
五
号
中
「
第
三
十
一
条

項
」
と
、
第
二
十
四
条
第
六
号
及
び
第
三
十
五
条
第
五
号
中
「
第
三
十
一
条

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
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二
項
」
と
、
第
二
十
四
条
第
七
号
及
び
第
三
十
五
条
第
六
号
中
「
第
三
十
三

二
項
」
と
、
第
二
十
四
条
第
七
号
及
び
第
三
十
五
条
第
六
号
中
「
第
三
十
三

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条

第
一
項
」
と
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
各
号
」
と
あ
る
の
は

第
二
項
」
と
、
第
二
十
八
条

中
「
第
十
三
条
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
四
条
各
号
」
と
、
第
三
十
五
条
第
三
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
と

「
第
二
十
四
条
各
号
」
と
、
第
三
十
五
条
第
三
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
第
二
項
」
と
、
同
条

あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
第
二
項
」
と
、
同
条

第
四
号
中
「
第
二
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

第
四
号
中
「
第
二
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
二
十
一
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
第
二
十
一
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

雑
則

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
四
十
四
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
書
面

（
条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第

六
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
条
例
第
二
十
六
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
条
例
第
二
十
六
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
等
の
う
ち
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で

行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
書
面
に
代
え
て
、
同
項
に
規
定
す

る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

附

則

１
～
３

略

１
～
３

略

４

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
、
一
般
病
床
（
医
療
法
第
七

４

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
一
般
病
床
（
医
療
法
第
七

条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
精
神

条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
病
床
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
精
神

病
床
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
精
神
病
床
で
あ
っ
て
、
健
康
保
険
法
等
の

病
床
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
精
神
病
床
で
あ
っ
て
、
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
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条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介

護
保
険
法
施
行
令

第
四
条
第
二
項
に
規

護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
療
養
病
床
（
医
療

定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
療
養
病
床
（
医
療

法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
有
す
る
病
院
の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
病

を
有
す
る
病
院
の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
病

院
の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と

院
の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と

も
に
、
当
該
病
院
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
老

も
に
、
当
該
病
院
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
老

人
福
祉
法
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
同

人
福
祉
法
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
さ
せ
、
又
は

じ
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
さ
せ
、
又
は

入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
し
、
指
定
介

入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
し
、
指
定
介

護
老
人
福
祉
施
設
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
第
二

護
老
人
福
祉
施
設
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
第
二

項
第
三
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
転
換
に
係
る
食
堂
に
あ
っ
て
は

項
第
三
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
転
換
に
係
る
食
堂
に
あ
っ
て
は

㈠

㈠

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
入
所
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
の
床
面
積
を
、
当

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
入
所
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
の
床
面
積
を
、
当

該
転
換
に
係
る
機
能
訓
練
室
に
あ
っ
て
は
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
床
面

該
転
換
に
係
る
機
能
訓
練
室
に
あ
っ
て
は
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
床
面

積
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
食
事
の
提
供
又
は
機
能
訓
練
を

積
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
食
事
の
提
供
又
は
機
能
訓
練
を

行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
食
事
の
提
供
又
は
機
能
訓
練
に
支
障
が
な
い
広

行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
食
事
の
提
供
又
は
機
能
訓
練
に
支
障
が
な
い
広

さ
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
同
一
の
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き

さ
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
同
一
の
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

５

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
、
一
般
病
床
又
は
療
養
病
床

５

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
一
般
病
床
又
は
療
養
病
床

を
有
す
る
診
療
所
の
一
般
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
診
療
所
の
一

を
有
す
る
診
療
所
の
一
般
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
診
療
所
の
一

般
病
床
又
は
療
養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
診
療
所

般
病
床
又
は
療
養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
診
療
所

の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介
護
者
、

の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介
護
者
、

要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
さ
せ
、
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用

要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
さ
せ
、
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用

に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
し
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
開
設
し
よ

に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
し
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
開
設
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
転
換
に
係
る
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
に
つ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
転
換
に
係
る
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
に
つ

い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
第
三
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の

い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
第
三
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の

㈠

㈠

い
ず
れ
か
の
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
か
の
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

６

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
、
一
般
病
床
、
精
神
病
床
若

６

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
一
般
病
床
、
精
神
病
床
若

し
く
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く
は
療
養

し
く
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く
は
療
養
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病
床
又
は
一
般
病
床
若
し
く
は
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
一
般
病
床
若

病
床
又
は
一
般
病
床
若
し
く
は
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
一
般
病
床
若

し
く
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
病
院
の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く
は

し
く
は
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
病
院
の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く
は

療
養
病
床
又
は
当
該
診
療
所
の
一
般
病
床
若
し
く
は
療
養
病
床
の
病
床
数
を

療
養
病
床
又
は
当
該
診
療
所
の
一
般
病
床
若
し
く
は
療
養
病
床
の
病
床
数
を

減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健

減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健

施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を

施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を

入
所
さ
せ
、
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い

入
所
さ
せ
、
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い

う
。
）
を
し
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人

う
。
）
を
し
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
三
項
第
一
号

福
祉
施
設
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
三
項
第
一
号

及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
転
換
に
係

及
び
第
三
十
六
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
転
換
に
係

る
廊
下
の
幅
に
つ
い
て
は
、
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊
下
に
あ
っ
て

る
廊
下
の
幅
に
つ
い
て
は
、
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊
下
に
あ
っ
て

は
、
一
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
、
一
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
～

略

７
～

略

12

12

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
降
、
当
分
の
間
、
新
規
則
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号
㈠
⑵
の
規
定
に
基
づ
き
入
所
定
員
が
十
人
を
超
え
る
秋
田
県
指
定
介
護
老
人
福

祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
秋
田
県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
整
備

す
る
同
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
新
規
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
㈠
及
び
第
四
十
二
条
第
二
項
の
基
準
を
満
た
す
ほ
か
、
同
条
例

第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
夜
間
及
び
深
夜
を
含
め
た
介
護
職
員
並
び
に
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の
配
置
の
実

態
を
勘
案
し
て
職
員
を
配
置
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
建
物
（
基
本
的
な
設
備
が
完
成
し
て
い
る
も
の
を
含
み
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
後
に
増
築
さ
れ
、
又
は
全
面
的
に
改
築
さ
れ

た
部
分
を
除
く
。
）
の
居
室
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

施
行
規
則
第
三
十
六
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
居
室
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

㈠
⑸

５

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
（
新
規
則
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
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的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。


